
事 務 連 絡

令和２年７月２７日

高齢者福祉施設等 代表者 各位

鹿児島市 長寿あんしん課長

新型コロナウイルス感染予防及び感染拡大防止策の徹底について（通知）

各施設等におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策について、日頃より各種通知等

に基づき対応いただいているところです

さて、今般、鹿児島市内の介護サービス事業所の職員及び利用者が新型コロナウイルスに感

染する事例が発生しました。

つきましては、本市から通知しました令和２年７月６日の事務連絡について、内容を改めて

ご確認の上、対応を徹底いただきますようお願いします。

参考資料として、令和２年７月６日付けの事務連絡を添付いたします。

【お問い合わせ】

〒８９２－８６７７ 鹿児島市山下町１１番１号

鹿児島市健康福祉局すこやか長寿部

長寿あんしん課 長寿施設係

電話 099-216-1147 FAX 099-224-1539



事 務 連 絡

令和２年７月６日

高齢者福祉施設等 代表者 各位

鹿児島市 長寿あんしん課長

新型コロナウイルス感染防止策等の徹底について（通知）

各施設等におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策について、日頃より各種通知等

に基づき対応いただいていると存じます。

さて、先日、鹿児島市内にある接待を伴う飲食店で、新型コロナウイルス感染症の集団感染

が発生しました。

つきましては、あらためて「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」やこれまで送付

している各種通知等を確認していただくとともに、職員等の方々へも、感染防止・発生時の対

応に係るマニュアル等を周知いただくなど、万全の対策を講じてくださるようお願いします。

参考資料として、令和２年４月７日付けで国から示された「社会福祉施設等における感染拡

大防止のための留意点について（その２）」の抜粋及び本市における「感染疑いの相談からＰ

ＣＲ検査、サービス継続、再開までの流れ（施設系）」を添付いたしますので、ご確認いただ

きますようお願いいたします。

また、施設等におかれましては、入所者や従業者等のリスト及び平面図等の管理・整理に努

めていただきますようお願いいたします。

なお、介護保険サービス事業所の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等に

おいて、事業所を臨時休業する場合及び休業中の事業所を再開する場合は、「臨時休業の実施

状況報告書」をメールにて報告してください。

【臨時休業の状況報告の様式】

市ホームページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 新型コロナウイルス感染症への対応 > 介護

保険サービス事業所における臨時休業の状況報告

【お問い合わせ】

〒８９２－８６７７ 鹿児島市山下町１１番１号

鹿児島市健康福祉局すこやか長寿部

長寿あんしん課 長寿施設係

電話 099-216-1147 FAX 099-224-1539
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鹿児島市　長寿あんしん課
令和２年７月６日現在

新型コロナウイルスに感染したかもと不安に思う方

（入所者・職員）

新型コロナウイルス感染症に関する相談等の流れ（入所施設等）

症状の例（該当しなくても相談できます）

・息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある

・高齢や基礎疾患があるなどの方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状がある

・発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている

新型コロナウイルス感染を疑う

かかりつけ医等に（電話）相談 帰国者・接触者相談センターに相談

症状や流行地域への渡

航歴、接触歴、行動歴

等を確認します

医師が検査を必要

と判断

※かかりつけ病院等に
帰国者・接触者外来が
ある場合

帰国者・接触者外来

の受診が必要と判断

医師が検査を不要

と判断

一般医療機関等の受

診勧奨

・入所者：施設で療養

職 員：自宅で療養

・かかりつけ医等で通常の診療

※症状が続くなどの場合、再度

かかりつけ医等か帰国者・接

触者相談センターに相談

ＰＣＲセンターを受診 帰国者・接触者外来を受診

医師が検査を必要

と判断

ＰＣＲ検査（市保健環境試験所等）

陰性

高 齢 者：原則、入院（感染症指定医療機関等）

高齢者以外：入院（感染症指定医療機関等）または宿泊療養等

施 設 等：積極的疫学調査への協力等（保健所への協力）

陽性

※保健所等から受診者へ結果報告

※受診者または家族の同意を得て、保健所等から施設等に対して

結果報告

※施設等は長寿あんしん課 長寿施設係(216-1147)に結果の連絡

【現在整備されている体制】

県の新型コロナウイルス感染症調整本部の中に、専門部会として「医療部会」を設置し、感染症の専門家等で構成される「感染症チーム」を

整備済み

【施設内で感染者（患者）が発生した場合】

〇県の「感染症チーム」と市保健所が共同で、直ちに当該施設（現地）に赴き、現状を把握

〇感染拡大を阻止するため、施設管理者、関係医療従事者（医師会、施設の関係医師等）、県の「感染症チーム」と市保健所が指導・助言・

指示を実施

・当該感染者の入院調整、及び医療機関への搬送（県調整本部、市保健所）

・感染症指定医療機関で入院加療（感染症指定医療機関等）

・施設に対する消毒（施設長、市保健所は助言）

・施設入所者や従業員等に対するＰＣＲ検査や健康観察の実施（帰国者・接触者外来を持つ医療機関、市保健所）- ①

・①の結果に応じた対策の立案と実施（県の「感染症チーム」、市保健所）

濃厚接触者と接触者に分けたゾーニング

自宅待機、健康観察の対象となる職員の選別と指示

職員の感染防護の徹底、防護資機材の提供 など

・職員の応援派遣又は入所者の施設移動に関する検討調整（県老施協、県老健協、市、県の「感染症チーム」、市保健所）

【さらに感染拡大の場合】

※国の「新型コロナウイルスクラスター対策班」の派遣を要請

〇施設による消毒作業

〇ＰＣＲ検査結果に応じた対策の実施

〇当該法人内の他の施設等での入所者受入及び応援職員派遣の調整

〇県社協老人福祉施設協議会、県老人保健施設協会のそれぞれの会

員施設における入所者の受入及び応援職員派遣の調整

※上記の会員施設を除き、市所管施設等については市が調整

〇サービス継続に向けた体制確保及びサービス継続の実施

〇サービス継続のための調整及び支援

・県、市保健所等との連携支援

・介護サービス事業所等が介護サービスを継続して提供できるよ

う、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかりま

し経費の補助

・サービス継続及び全面再開へ向けた支援

施設 市（長寿あんしん課）

〇サービス全面再開（検証含む）

〇感染予防及びまん延防止の取組の徹底

１ 感染疑いの相談からＰＣＲ検査までの流れ

２ サービス継続、再開までの流れ（県・市からの指導、助言等）


